
届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 1月14日　から　令和 8年 1月29日　　歯科］ 令和 8年 1月30日作成 1 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

01・3540・9 はやし歯科クリニック 〒900-0031
那覇市若狭２丁目５番１
号

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第122号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

01・3679・5 ながみね歯科 〒900-0004
那覇市銘苅１丁目１０－
１２あじまあ南西ビル２
０１号

小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第120号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

01・3694・4 アドベンチストデンタ
ル那覇国際通り

〒900-0015
那覇市久茂地３－４－１
０久茂地ＹＡＫＡビル　
４Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第784号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第407号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第257号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第759号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1456号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

01・3695・1 ナハデンタル 〒900-0006
那覇市おもろまち２－２
－１７

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第416号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第763号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1459号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

01・3696・9 渡口矯正歯科医院 〒900-0012
那覇市泊１－１０－７

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第785号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科矯正診断料
　　　（矯診）第39号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
顎口腔機能診断料（顎変形症（顎離断等の手術を必要とするものに限る。）の手術前後における
歯科矯正に係るもの）
　　　（顎診）第28号　　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

01・3697・7 レオンデンタルオフィ
ス沖縄那覇院

〒902-0067
那覇市安里２丁目６－２
７ルエメゾンソピア１Ｆ

初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第788号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第259号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第417号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
外来後発医薬品使用体制加算
　　　（外後発使）第390号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
　　　　　外来後発医薬品使用体制加算１
歯科口腔リハビリテーション料２
　　　（歯リハ２）第82号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第762号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1460号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 7年11月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 1月14日　から　令和 8年 1月29日　　歯科］ 令和 8年 1月30日作成 2 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

03・3110・7 医療法人水寿会　うる
まデンタルクリニック

〒904-2244
うるま市字江洲４５７番
地１ＭＡＩＮ　ＣＩＴＹ
　ＢＬＤＧ　３０１号室

ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第764号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

03・3112・3 ファミリー歯科クリニ
ック

〒904-2215
うるま市みどり町５丁目
３番１１号　２Ｆ

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第535号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第786号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
外来後発医薬品使用体制加算
　　　（外後発使）第389号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
　　　　　外来後発医薬品使用体制加算１
光学印象
　　　（光印象）第94号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第760号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1457号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

10・3032・8 上原歯科クリニック 〒901-0305
糸満市西崎６－１５－２

歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第89号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

10・3062・5 上原歯科医院 〒901-0361
糸満市字糸満１３６７番
地１

歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第392号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第409号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日

11・3053・2 イーアス沖縄豊崎ＫＴ
歯科・矯正歯科

〒901-0225
豊見城市豊崎３番３５イ
ーアス沖縄豊崎３０９０
区画

歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第414号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日



届出受理医療機関一覧表処理年月日
［令和 8年 1月14日　から　令和 8年 1月29日　　歯科］ 令和 8年 1月30日作成 3 頁

医 療 機 関 番 号 医 療 機 関 名 称 医 療 機 関 所 在 地 病床数 受 理 内 容

22・3180・0 とうやまこどもファミ
リー歯科

〒904-0305
中頭郡読谷村字都屋１６
７番地３　１階

医療ＤＸ推進体制整備加算
　　　（医療ＤＸ）第536号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
初診料（歯科）の注１に掲げる基準
　　　（歯初診）第787号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科外来診療医療安全対策加算１
　　　（外安全１）第391号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科外来診療感染対策加算１
　　　（外感染１）第408号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科治療時医療管理料
　　　（医管）第258号 　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
小児口腔機能管理料の注３に規定する口腔管理体制強化加算
　　　（口管強）第121号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
在宅療養支援歯科診療所２
　　　（歯援診２）第69号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
在宅患者歯科治療時医療管理料
　　　（在歯管）第61号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科訪問診療料の注15に規定する基準
　　　（歯訪診）第415号 　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科技工士連携加算１及び光学印象歯科技工士連携加算
　　　（歯技連１）第88号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科技工士連携加算２
　　　（歯技連２）第56号　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
光学印象
　　　（光印象）第95号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
ＣＡＤ／ＣＡＭ冠及びＣＡＤ／ＣＡＭインレー
　　　（歯ＣＡＤ）第761号 　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
クラウン・ブリッジ維持管理料
　　　（補管）第1458号　　　　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日
歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第135号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 1月 1日

23・3104・8 みなみ歯科医院 〒901-1104
島尻郡南風原町宮平２４
８－５

歯科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）
　　　（歯外在ベⅠ）第134号 　　　　　　　算定開始年月日：令和 8年 2月 1日


